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「
法
廷
」
は
、
被
爆
者
だ
け
で
な
く
、
広
島
・
長
崎
の
市
民
な
ど
が
原
告
と
な
っ
て
、

ト
ル
ー
マ
ン
ら
原
爆
投
下
に
関
わ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
政
府
お
よ
び
軍
関
係
者
を
被
告
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
レ
ノ
ッ
ク
ス
・
ハ
イ
ン
ズ
ら
三
名
の
判
事
、
足
立
修
一
、

崔
鳳
泰
ら
五
名
の
検
事
、
大
久
保
賢
一
を
ア
ミ
カ
ス
・
キ
ュ
リ
エ
と
し
て
進
め
ら
れ
た
。

「
法
廷
」
で
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
や
極
東
軍
事
裁
判
所
憲
章
な
ど
が
適
用
さ
れ
、
被
爆

者
証
言
、
荒
井
信
一
「
投
下
に
至
る
事
実
関
係
」
に
加
え
て
、
前
田
朗
「
国
際
法
か
ら
見

た
違
法
性
」
が
立
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
判
決
」
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
な
ど
が

「
国
際
慣
習
法
の
一
部
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
」

と
し
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
ら
を
「
共
同
謀
議
」、「
人
道
に
対
す
る

罪
」、「
戦
争
犯
罪
」、「
国
際
法
違
反
」
で
有
罪
と
し
、
ア
メ
リ

カ
政
府
に
国
際
法
違
反
を
認
め
犠
牲
者
お
よ
び
親
族
に
謝
罪
と

補
償
を
す
る
こ
と
な
ど
を
勧
告
し
て
い
る
。

こ
の
「
法
廷
」
の
開
催
と
進
行
に
当
た
っ
た
人
々
の
労
苦
に

は
頭
が
下
が
る
思
い
が
す
る
。「
判
決
」
に
も
な
る
ほ
ど
と
思

わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
だ
が
、
単
に
「
判
決
」
だ
け
で
は
理
解

に
苦
し
む
点
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
広
島
・
長
崎
が
「
無

防
備
地
域
」
と
認
定
さ
れ
て
い
る
理
由
な
ど
が
よ
く
分
か
ら
な

い
。
き
っ
と
、
法
廷
証
言
録
も
併
せ
て
読
め
ば
理
解
で
き
る
の

だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
政
府
の
責
任
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

ど
う
し
て
天
皇
裕
仁
ら
を
「
被
告
人
」
に
加
え
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
疑
問
も
沸
い
て
く
る
。
さ
ら
に
、
「
憲
章
　
前
文
」
に

は
憲
法
９
条
に
は
「
戦
争
犠
牲
者
の
霊
が
宿
っ
て
い
る
」
と
い

う
表
現
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
位
置
づ
け
の
背
景
に
あ
る
宗
教

性
に
つ
い
て
の
疑
問
も
禁
じ
え
な
い
。
「
判
決
」
パ
ン
フ
だ
け

で
は
、
こ
の
営
為
の
全
体
像
を
語
り
伝
え
る
に
は
不
十
分
だ
と
い
え
よ
う
。
全
体
像
を
再

現
す
る
単
行
本
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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日　
本　
の　
戦　
争　
責　
任　
を　
踏　
ま　
え　
、　
原　
爆　
投　
下　
を　
裁　
く　

本
パ
ン
フ
は
、
タ
イ
ト
ル
通
り
、「
原
爆
投
下
を
裁
く
国
際
民
衆
法
廷
・
広
島
」（
以
下

「
法
廷
」）
の
「
判
決
文
」
で
あ
る
。
こ
の
「
法
廷
」
の
「
設
立
趣
意
書
」
が
出
さ
れ
た
の

は
、
被
爆
六
〇
年
を
翌
年
に
控
え
た
二
〇
〇
四
年
一
二
月
五
日
。
以
後
、
実
行
委
員
会
方

式
で
「
法
廷
」
は
進
め
ら
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
六
年
七
月
一
五
日
、
一
六
日
に
「
法
廷
」

が
開
催
さ
れ
、
今
年
二
〇
〇
七
年
七
月
一
六
日
に
「
判
決
公

判
」
が
行
わ
れ
た
。

「
法
廷
憲
章
」
の
「
前
文
」
に
よ
れ
ば
、
設
立
の
理
由
は
、

「
広
島
・
長
崎
の
被
爆
者
の
方
々
の
高
齢
化
が
近
年
急
速
に
進

み
、『
被
爆
体
験
の
風
化
』
が
憂
慮
さ
れ
て
い
る
今
、
私
た
ち

両
都
市
の
市
民
は
、
こ
の
六
〇
年
近
く
の
核
兵
器
開
発
・
実

験
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
て
来
た
様
々
な
問
題
と
、
ま
す
ま
す

悪
化
す
る
現
在
の
世
界
状
況
に
強
力
で
有
効
な
警
告
を
発
す

る
た
め
、
あ
ら
た
め
て
広
島
・
長
崎
へ
の
原
子
爆
弾
投
下
の

犯
罪
性
を
徹
底
的
に
追
及
す
る
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
様
々
な
問
題
」
、
「
世

界
状
況
」
と
は
、
劣
化
ウ
ラ
ン
弾
問
題
、「
大
量
破
壊
兵
器
開

発
疑
惑
」
を
理
由
と
し
た
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
攻
撃
、
そ
し

て
「
日
本
の
核
武
器
保
有
の
「
必
要
性
」
と
他
国
へ
の
先
制

攻
撃
の
可
能
性
を
も
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
人
た
ち
が
い

る
」
こ
と
な
ど
だ
。
加
え
て
、「
憲
章
　
前
文
」
に
は
、
原
爆

投
下
を
日
本
の
「
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
戦
争
の
結
果
」
お
よ
び

「
全
面
降
伏
を
躊
躇
し
た
」
こ
と
に
よ
る
も
の
と
と
ら
え
、
日

本
政
府
の
責
任
を
問
う
と
い
う
問
題
意
識
も
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
二
〇
〇
六
年
の

法
廷
で
は
、
李
実
根
に
よ
っ
て
「
日
本
の
戦
争
責
任
」
が
特
別
証
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
「
判
決
公
判
　
ア
ピ
ー
ル
」
で
も
、
安
倍
首
相
に
「
日
本
が
犯
し
た
戦
争
犯
罪
に
よ
っ

て
犠
牲
と
な
っ
た
す
べ
て
の
人
々
と
被
害
者
に
対
し
て
、
『
公
式
な
謝
罪
と
補
償
』
を
速

や
か
に
実
行
」
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

『
原
爆
投
下
を
裁
く

国
際
民
衆
法
廷　
・　
広
島

判
決
文
』
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